


 個別注記表 

 ⾃ 平成30年01⽉01⽇ 

 ⾄ 平成30年12⽉31⽇ 

 TOWN株式会社 

 1.この計算書類は、「中⼩企業の会計に関する指針」によって作成しています。 

 2.重要な会計⽅針に係る事項に関する注記 

 (1)消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜⽅式によっています。 


